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参第一号

国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する

法律（案）

国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律（昭和二十四年法律第

二百号）の一部を次のように改正する。

　題名中「及び石炭手当」を「、石炭手当及び薪炭手当」に改める。

　第一条に次の一項を加える。

３　第一項に規定する職員で青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、新潟県

及び長野県の各区域のうちの内閣総理大臣の定める地域に在勤する者に対しては、予算

の範囲内で寒冷地手当とあわせて薪炭手当を支給する。

　第二条第二項中「公定小売価格」を「時価」に改め、同条第四項を第五項とし、同条第

三項中「又は石炭手当」を「、石炭手当又は薪炭手当」に改め、同項を第四項とし、同条

第二項の次に次の一項を加える。

３　薪炭手当は、その支給期間を通じて、世帯主たる職員に対しては薪一たな及び木炭百

キログラム、その他の職員に対しては薪十分の四たな及び木炭四十キログラムを、それ

ぞれ時価によつて換算した額に相当する額をこえて支給してはならない。

　第三条第一項中「及び石炭手当」を「、石炭手当及び薪炭手当」に改め、同条第二項を

削る。

　第四条中「石炭手当」の下に「及び薪炭手当」を加え、同条を第五条とし、第三条の次

に次の一条を加える。

第四条　内閣総理大臣は、第一条第三項及び前条に規定する定をするについては、人事院

の勧告に基いてこれをしなければならない。

附　則

１　この法律は、昭和三十年四月一日から施行する。

２　国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）の一部を次のように改正す

る。

　第四条第二項中「及び石炭手当」を「、石炭手当及び薪炭手当」に改める。

３　裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）の一部のを次のように改

正する。

第四号中「及び石炭手当」を「、石炭手当及び薪炭手当」に、「第三条第二項」を

「第四条」に改める。

４　防衛庁職員給与法（昭和二十七年法律第二百六十六号）の一部を次のように改正する。

第二十七条第二項中「及び石炭手当」を「、石炭手当及び薪炭手当」に改める。

５　市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第百三十五号）の一部を次のように

改正する。



　第一条中「石炭手当、」の下に「薪炭手当、」を加える。

６　国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法（昭和二十九年法律第百四

十一号）の一部を次のように改正する。

　第七条第一項第二号中「及び石炭手当」を「、石炭手当及び薪炭手当」に改める。

７　所得税法（昭和二十二年法律第二十七号）の一部を次のように改正する。

　第六条に次の一号を加える。

　十五　石炭手当及び薪炭手当（国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手

当の支給に関する法律第一条に規定する石炭手当及び薪炭手当をいう。）並びにこ

れらの手当の支給地域に在勤する者に支給されるこれらの手当の性質を有する給与

（その金額が命令で定める金額をこえる場合においては、その命令で定める金額に

係る部分に限る。）

８　前項の規定による改正後の所得税法第六条第十五号の規定は、この法律の施行の日以

後の石炭手当及び薪炭手当並びにこれらの性質を対する給与の所得について適用し、同

日前の石炭手当及び石炭手当又は薪炭手当の性質を有する給与の所得については、なお

従前の例による。

９　この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる所得

税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。



理　由

　寒冷地に在勤する国家公務員等の生活の現状にかんがみ、石炭手当の支給を受けない寒

冷地在勤の国家公務員に対して新たに薪炭手当を支給するとともに、石炭手当、薪炭手当

等の所得を非課税とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


